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1 4 愛荘町あんしん子育て医療費助成条例（平成26年愛荘町条例第16号）による医療費の助成に関する事務であって、規則で定めるもの 小中学生（6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している者で、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者） 9 1 18 http://www.ppc.go.jp/mynumber/evaluationSearch/?search=1&kk_type=2&hj_no=&kk_name=%E6%84%9B%E8%8D%98%E7%94%BA%E9%95%B7&ev_name=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E5%8A%A9%E6%88%90%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99&ev_type=2&ev_type=3&ev_type=4&opn_date_from_gengo=4&opn_date_from_year=28&opn_date_from_month=8&opn_date_from_day=29&opn_date_to_gengo=4&opn_date_to_year=28&opn_date_to_month=11&opn_date_to_day=29&count=20 1 5 精神障がい者（児）および精神障がい老人の医療費の助成に関する事務であって、町長が別に定めるもの 精神障害者（児）、精神障害老人 108 2  1 6 重度の心身障がいの状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって、町長が別に定めるもの 重度の心身障害の状態にある老人 108 21 7 愛荘町子育て短期支援事業実施要綱による利用料の減免に関する事務であって規則で定めるもの 養育を受けることが一時的に困難となった児童 116 2※備考　・保護評価の実施の有無の欄については、以下該当するものを選び、番号を記載してください。　　　１：実施済み　／　２：対象人数が1,000人未満であり、評価書実施の必要性なし　・委任関係の欄には、事務処理特例や委任、補助執行等により、根拠規定上の事務実施者と実際の事務実施者が異なる場合、○を記載してください。（委任先が届出主体となること）
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